
特 記 仕 様 書 
 

第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 

この特記仕様書は、道路３次元閲覧システム導入等業務委託（その２）（以下「本業務」

という。）の設計業務に適用する。 

 

（業務目的） 

第２条 

本業務は、内閣府が所管する「デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ

TYPE1）を活用した「３次元情報等を活用した道路相談スマート化事業」として、市民・

事業者等が各自に適した手法・機会（既存の公開型 GIS「かごしま i マップ」の機能拡張

（タッチパネル機能の実装等）および道路の３次元情報計測、道路閲覧・３次元表示シス

テム構築等）で行政情報を取得できる仕組みを構築し、窓口対応等の更なる充実を図るこ

とを目的として行うものである。 

提示された資料、条件に基づき業務の意図及び目的を十分に理解したうえで、諸要素を

満足するよう最高の技術を発揮して、業務を行うものとする。 

 

（準拠図書） 

第３条 

本業務は、契約書・設計図書及び本特記仕様書によるほか、下記の仕様書等によるもの

とする。 

１ 設計・調査・測量業務必携（鹿児島県 Ｈ４.４） 

２ 公共測量作業規程（鹿児島市 Ｈ20.12） 

３ 国土交通省道路施設現況調査提要 

４ 地理空間情報の活用推進における個人情報の取扱いに関するガイドライン（測量

成果等編） 

５ 車両搭載センシング装置 取得データ 納品仕様（案）ver1.0（令和 2 年 4月） 

６ 地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年 法律第 63 号） 

７ 官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号） 

８ デジタル社会形成基本法（令和 3 年法律第 35 号） 

９ 鹿児島市航空写真画像データ製品仕様書 

10 鹿児島市写真地図データ製品仕様書 



11 鹿児島市統合型ＧＩＳ共用空間データ製品仕様書 

12 鹿児島市オープンデータ利用規約（平成 28 年 7 月 1 日） 

13 情報セキュリティマネジメントシステム － 要求事項（JIS Q 27001：2014） 

14 個人情報保護マネジメントシステム － 要求事項（JIS Q 15001：2017） 

15 鹿児島市情報システムセキュリティーポリシー（平成 14 年 4 月） 

16 その他、関係要綱、指針、示方書等 

 

なお、使用する図書については、事前に調査職員の承諾を受けなければならない。 

 

（疑義） 

第４条 

本特記仕様書及び上記準拠図書に記載されていない事項等で疑義が生じた場合は、調

査職員と協議し、かつその指示に従うものとする。 

 

 

（前金払） 

第５条 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の契約について、業務委託料の 30%の範囲内で前

払金を請求することができる。 

（法令等の遵守） 

第６条 

受注者は、本業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

（公益確保の義務） 

第７条 

受注者は、本業務を行うにあたり公益の安全、環境その他の公益を害することのないよ

うに努めなければならない。 

 

（中立性の保持） 

第８条 

受注者は、常にコンサルタントとして中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第９条 

受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 



（業務カルテ作成・登録） 

第１０条 

受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業

務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正

時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職

員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15 日（休日

等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日（休日等を除く）

以内に、完了時は業務完了後、15 日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機

関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技

術者とする（担当技術者の登録は３名までとする）。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、

テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをしたうえ

で、「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職員の確認を受けること。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に調査職員にメール送信

される。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変

更時の登録申請を省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリス

から発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請

しなければならない。 

 

（調査職員） 

第１１条 

本業務については、調査職員を置くこととし、その職・氏名等については、別途通知

する。 

 

（管理技術者、照査技術者、担当技術者の配置） 

第１２条 

本業務は、設計業務等共通仕様書（鹿児島県）に準じる管理技術者、照査技術者、担

当技術者を配置すること。なお、管理技術者及び担当技術者は、照査技術者を兼務でき

ないものとする。 

・管理技術者資格要件：Ｍｏｂｉｌｅ Ｍａｐｐｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（以下「ＭＭ

Ｓ」という。）を用いた道路計測業務（道路実延長 L＝100km 以上）の業務実績がある

「測量士」の資格を有する技術者 

・照査技術者資格要件：ＭＭＳを用いた道路計測業務（道路実延長 L＝100km 以上）の

業務実績がある「空間情報総括監理技術者」の資格を有する技術者 



・管理技術者と照査技術者については、雇用証明書の写し等を提出することする。 

・実績については、１件以上とする。 

 

（担当技術者） 

第１３条 

１ 担当技術者とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めたものを

いう。 

２ 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要

な事項を調査職員に提出するものとする。（管理技術者と兼務するものを除く） 

３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 

 

（打合せ協議） 

第１４条 

１ 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な

連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはそ

の都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容につい

ては、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

２ 設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調

査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し

相互に確認しなければならない。 

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに

調査職員と協議するものとする。 

４ 本業務における設計協議は原則として当初 1 回、中間３回、成果物納入時 1 回

とし、「当初打合せ」及び「成果物納入時」には、管理技術者及び担当技術者が立

会うこと。また、また、打合せ方式は、必要に応じてＷＥＢ会議を適宜活用するも

のとする。 

５ 同時発注する「道路３次元閲覧システム導入等業務委託（その１）」（以下、

（その１）業務という。）との作業品質や内容の均一化を図るために、本業務と

（その１）業務との受注者間の役割と発注者との連携について、業務間連携内容を

取り決めるものとする。原則、（その１）業務の受注者が作業品質や内容の均一化

の基準を発注者に提示し承諾をとり、幹事会社を行うものとする。 

６ （その１）業務との合同協議について、発注者の指示に基づき、適宜開催するも

のとする。 

 

（業務進行管理） 



第１５条 

月末に業務進行についての実績と予定を提出すること。 

 

（本業務の立会等） 

第１６条 

本業務箇所の工事発注に伴い、受注者の事前測量等の結果により疑義等が生じ、調査

職員等から立会及び協議の要請がある場合は、速やかに応じること。 

 

（提出書類） 

第１７条 

受注者は、本業務の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出しなければならな

い。 

（１）業務計画書 （２）管理技術者選任通知書 （３）照査技術者選任通知書 

（４）納品書  

なお、提出書類の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、調査職

員に提出しなければならない。 

 

（業務計画書） 

第１８条 

１ 受注者は、契約締結後 14日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査

職員に提出しなければならない。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 （２）実施方針 （３）業務工程 （４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 （６）成果物の品質を確保するための計画 （７）照査計画 

（８）成果物の内容、部数 （９）使用する主な図書及び基準 

（10）連絡体制（緊急時含む） （11）使用する主な機器 （12）その他 

 

（資料の貸与及び返却） 

第１９条 

１ 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料（認定路線網図、道路台

帳図など）を、受注者に貸与するものとする。 

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに調査

職員に返却するものとする。 

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならな

い。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとす

る。 



４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはな

らない。 

 

（関係機関及び占用者との協議） 

第２０条 

本業務の実施にあたって、受注者が行うべき官公庁等の関係機関との諸手続きについ

ては、調査職員と協議のうえ、速やかに行い業務に支障のないようにすること。 

また、受注者は、官公庁等からの指示を受けた時は、遅滞なくその旨を調査職員に報

告し協議するものとする。 

本業務は、公共測量と位置づけ、国土地理院の承認・助言を受けるものとし、受注者

は国土地理院に届出る次の書類作成にあたり支援をおこなうものとし、また、関係機関

への届出等がある場合についても同様とする。 

測量法等に基づく公共測量申請に伴う国土地理院への手続きは、受注者が発注者に協

力して、速やかに以下の書類を準備し対応するものとし、また、関係機関への届出等が

ある場合についても同様とする。完了後は速やかに所定の書類および成果品を提出する

ものとする。 

（１） 公共測量実施計画書（測量法第 36条） 

（２） 公共測量実施・終了の公示（測量法第 14 条） 

（３） 測量成果の提出（測量法第 40条） 

（４） その他必要な手続き 

国土地理院より助言があった場合は、適切に対処するものとする。 

 

（占用許可申請） 

第２１条 

受注者は、工事に必要な許可申請（占用許可等）に関する事務に必要な図面作成を遅

滞なく行うこと。 

 

（基準点及び境界杭点） 

第２２条 

本業務区域内における基準点及び民々との境界杭等については、写真撮影の上、平面

図にその位置を落とし、成果物に添付すること。 

 

（街区基準点等） 

第２３条 

街区基準点等を使用して測量を行う場合は「鹿児島市国土調査標識等管理保全要綱」

に従い、所定の様式を調査職員に提出しなければならない。 



（地元協議等） 

第２４条 

地元協議等については、次に定めるところによる。 

１ 設計の実施中に発注者が地元協議を行い、その結果を設計条件として業務を実施

する場合には、受注者は地元協議等に立会うとともに説明資料及び記録の作成を行

うものとする。 

２ 受注者は前項の地元協議等により、既に作成した設計図等を変更する必要が生じ

た場合には、記録に基づいて設計図等を変更するものとする。 

 

（土地への立ち入り等） 

第２５条 

１ 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立

入る場合は、契約書第 16条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を

保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。 

なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、た

だちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工

作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた

調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が

得るものとするが、調査職員の指示がある場合、受注者はこれに協力しなければな

らない。 

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担について

は、設計図書に示す他は調査職員と協議により定めるものとする。 

４ 受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付

願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常

に携帯しなければならない。 

なお、受注者は、立ち入り作業完了後 10 日以内（休日等を除く）に身分証明書

を発注者に返却しなければならない。 

 

（証明書の交付） 

第２６条 

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請によるものとする。 

 

（安全管理） 

第２７条 



受注者は、道路交通法第７７条第１項に基づく道路使用許可等を含め関係法規を常に

遵守し、安全管理に努めなければならない。 

また、調査中における事故防止対策として、発注者による現場点検を実施することか

ら、現場作業が伴う日程について調査職員と協議するものとする。 

調査実施中に事故が発生した場合は作業を中止し、速やかに事故発生の原因、経過、被

害状況等の内容を発注者に報告するとともに、受注者の責任において、この処理対策に努

めなければならない。 

 

（設計変更等） 

第２８条 

設計変更等については、業務委託契約書第２１条から第２８条及び設計業務等共通仕

様書共通編１１２１条から１１２４条に記載しているところであるが、その具体的な考

え方や手引きについては、「鹿児島市土木設計業務等変更ガイドライン（平成 31年３月）」

によるものとする。 

 

（成果物の照査）  

第２９条 

本業務における照査については、受注者の責任において、確実に実施すべきものと

し、確認・修正結果を設計図面、設計計算書及び数量計算書に書き込み、それらを残す

等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法を含むものとする。 

なお、確認・修正結果は成果物として提出の必要はないが、成果物納入時の照査報告

の際に発注者に提示するものとする。 

 

（成果物の審査） 

第３０条 

１ 受注者は、成果物納入時に本市の成果物審査を受けなければならない。 

２ 成果物の審査において、訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならな

い。 

 

（成果の提出・引渡し） 

第３１条 

１ 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照

査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。） を業務完了報告書

とともに提出し、検査を受けるものとする。 

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示を同意した場合は履

行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 



３ 本業務で得られた成果品は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可

なく複製または第三者に公表もしくは使用させてはならない。ただし、第三者が権

利（著作権または所有権等）を有する原典や、受注者が業務委託以前より権利を有

する原典を参照し本業務成果を作成する場合、その原典の権利に関しては発注者に

帰属するものではない。 

４ 受注者は､本業務完了後、発注者において契約の内容に適合しない箇所が発見さ

れた場合は､速やかに発注者の必要と認める修正､その他必要な作業を受注者の負担

において行うものとする｡また、契約内容不適合対応期間は成果品納品後､1年間と

する｡ 

５ 第４８条の成果は（その１）業務で構築するシステムへ取り込む必要があること

から、令和７年１月３１日までに（その１）業務の受注者に引き渡すこと。引き渡

しの際には、発注者・本業務の受注者・（その１）業務の受注者の３者で打合せを

すること。 

 

（受検体制） 

第３２条 

受注者は、完了検査及び出来形部分検査に際しては成果物及びその他の関係資料等を

整えておくものとし、管理技術者を立会させなければならない。 

 

（費用の負担） 

第３３条 

本業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則とし

て受注者の負担とする。 

 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置） 

第３４条 

暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報

しなければならない。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に

遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

（設計に関する一般事項） 

第３５条 



１ 受注者は、設計業務の意図及び目的を十分に理解し、施工法、経済性、耐久性、

美観、環境等の要件を満足するように正確かつ丁寧に業務を実施するものとする。 

２ 受注者は、設計に先立ち、現地調査等を行い、施工地域の地形、地質、湧水、用

排水、気象、植生等の必要な現地の状況を把握するものとする。 

３ 受注者は、貸与された資料、設計条件、現地調査結果等を総合し、学識及び経験

に基づく高度な判断のもとに業務の適切な遂行を図るものとする。 

４ 受注者は設計に当って、特許工法特殊な工法を使用する場合には調査職員の承諾

を得て設計図等にそのことを明示しなければならない。 

５ 設計に使用する材料、製品は、原則としてＪＩＳ ・ＪＡＳの規格品及び一般市

場流通品とするものとする。 

６ 設計において、鹿児島県土木部、または建設省制定土木構造物標準設計図集に集

録されている構造物を採用するものについては、採用構造物名の呼び名を設計図等

に明示し、数量計算は図集の単位当り数量をもととして行うものとする。 

７ 受注者は、設計計画範囲内に公共用地（県道、市道、里道等）が含まれる場合

や、支障となる物件（電柱、支線、倉庫等）がある場合は、調査職員に報告するも

のとする。 

８ 受注者は、設計計画範囲内で用地測量の不足が判明した場合は、速やかに調査職

員に報告しなければならない。 

９ 測量及び設計業務時に、地元からの要望・要求があった場合は、調査職員に報告

するものとする。 

 

（全体計画の要旨） 

第３６条 

 全体計画は、（その１）業務との均一な作業品質や内容の均一化を図るために、発注者

との連携および業務間連携について、全体計画を行うものとする 

 

（計画準備） 

第３７条 

 受注者は、作業着手前に作業全体の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について

適切な作業計画を立案するものとする。 

 

（資料収集整理） 

第３８条 

 受注者は、本業務に係る資料を発注者より収集し、内容の確認、精査を行い、適切な作

業手法、工程管理が行えるように整理するものとする。また発注者より貸与された資料に

関しては借用書を記載し紛失等を防ぐものとする。 

 



（道路３次元データの計測の主旨） 

第３９条 

道路に関する窓口相談では、現地状況の詳細確認が必要なケースが多く、３６０度画像

とレーザ点群データからなる道路３次元データの計測を行い、道路閲覧システムと共に

運用することで、道路に関する窓口相談の円滑化を図ることを目的とするものである。 

 

（道路３次元データの計測対象） 

第４０条 

１ 本業務の道路３次元データの計測対象は下表の通りとする。（詳細は、別紙「ＭＭ

Ｓ計測工区区分図」を参照） 

２ 道路３次元データの計測の計測計画は、（その１）業務の受注者とも十分な調整を

行い、重複や漏れがないようにするものとする。 

３ 車両進入可否や道路幅員などを正確に把握するため、必要に応じて事前の現地踏

査を行い、最適な移動取得ルートを検討・計画するものとする。 

４ 計測は原則として起点側から終点側に向けて計測するものとして、計測対象とな

る走行車線の考え方は下表の通りとする。 

 

1 車線の場合は、片道のデータ取得を行う。 

 

【対象地区】 

全ての地区 

 

2 車線の場合は、起点から終点方向の車線につい

てデータ取得を行う。ただし、計測車線からの取

得データで反対車線の状況が確認できない路線に

ついては反対車線の計測も行うものとする 

 

【対象地区】 

ての地区 

 

4 車線の場合は、第 1 走行車線を往復でデータ取

得を行う。 

 

【対象地区】 

全ての地区 

５ 計測計画により、走行区間および取得区間を決定し、移動取得計画図を作成するも

のとする。 

 

（道路３次元データの取得要件） 

第４１条 

１ 道路３次元データの取得においては、以下の要件を満たすものとする。 



２ 使用機材は公共測量の実績を有するものとする。 

３ メーカにおいて機器のキャリブレーションを 1 年以内に実施した検定書を有する

機材とする。 

４ 点群データの密度は、取得位置から７ｍの距離まで４００点／ｍ2 以上を確保す

ること。 

５ カメラ画像データの取得は、取得間隔２～５ｍ間隔を基本とする。 

６ カメラの撮影方向は前方カメラ２台（各カメラの画素数は５００万画素以上）と 

３６０度カメラ１台（２４００万画素以上）とする。 

７ 使用するセンシング装置は、取得される点群データ、カメラ画像データが利用時に

重畳して表示することが可能なように、搭載される機器のキャリブレーションが適

切に行われていること。 

 
 

（道路３次元データの計測） 

第４２条 

１ 道路３次元データの計測・ＭＭＳ 移動取得はＭＭＳ に搭載されたＧＮＳＳ アン

テナ、ＩＭＵ 装置、オドメトリ（距離計）、レーザスキャナ、デジタルカメラ等に

より、ＭＭＳ 位置姿勢データと３６０度画像・レーザ点群データからなる道路３次

元データを取得するものとする。 

２ 道路３次元データの取得は移動取得計画図に基づいて行い、交通状況、気象状態、

衛星状態等に対応して安全に良好な高精度データ取得に務め、逐次、取得経路を見直

すものとする。 

３ デジタルカメラ（周囲および３６０度）による画像取得は２～５ｍ間隔で実施する

ことを標準とする。 

４ 初期化走行完了後、実データ取得を実施する。この際、観測時予測誤差が規定値を

超えた場合は、速やかにＧＮＳＳ 衛星が５個以上捕捉できる場所に移動し、規定値

以下になるまで待ち、取得を再開する。 

５ 後処理の精度を向上させるために、観測終了後、終了走行を行う。 

６ データ取得中は常に観測時予測誤差を確認し、精度劣化が予想される場合は取得

を中断し、良好な状態に戻るまで待機（停車）するか衛星の受信状況が良好な位置へ

移動する等の処置を講じる。その際、一般の交通の障害にならないよう留意する。 

７ 路線単位でのデータ取得を基本とし、起点から終点までを１つのデータ単位とす

るが、衛星からの電波受信が低下して位置精度が低下する箇所においては、位置精度

の回復を優先し、この限りでは無いものとする。 

８ 取得された道路３次元データは、ＧＮＳＳ、ＩＭＵ および距離データ等を基に速

やかにデータ解析を実施し、レーザ点群データ解析や画像データの統合処理を行う

ものとする。 



９ データ解析処理結果については、作業規程の準則第５００条に従い、自己位置姿勢

データについて、位置姿勢精度の精度点検を行い、精度管理表に取りまとめる。 

10 移動取得計画図で計画した路線において、計測車両の進入が物理的・交通法規的に

不可能な市道が確認された場合は、その都度、その理由や現地写真と共に発注者に報

告するものとする。 

11 発注者と合意した計測不可路線については、一覧表と共に地図上に整理するもの

とする。 

 

（合成処理の実施） 

第４３条 

取得した道路３次元データのうち、同一車線や上下線など複数の車線で取得した各デ

ータ間で共通に認識できる特徴点において、残差が１０ｃｍ以内となるように位置の合

成を行うものとする。合成結果については、作業規程の準則第５０７条に従って点検を行

い、精度管理表を作成する。 

 

 

（点群フィルタリング処理の実施） 

第４４条 

取得した点群データについては、車道部の駐車車両、並走車両を取り除く処理（フィ

ルタリング処理）を実施するものとする。 

 

 

（プライバシー処理の実施） 



第４５条 

取得した道路３次元データについて、「地理空間情報の活用推進における個人情報の取

扱いに関するガイドライン（測量成果等編）」（国土交通省）の改正を踏まえて、含まれ

る歩行者の顔や自動車のナンバープレートに対して、マスキング処理を施し、個人情報に

配慮したデータに加工するものとする。 

 

 

（道路３次元データの整理） 

第４６条 

前条までに処理したデータについて、品質評価を行い、品質評価報告書にとりまとめる

と共に、「車両搭載センシング装置 取得データ 納品仕様（案）ver1.0（令和２年４月 

国土交通省 国土技術政策総合研究所）」に準拠して整理を行い、オリジナルデータと共

にそれぞれＨＤＤに格納するものとする。また、計測データが正しいフォーマットで整備

されていることを（その１）業務（道路閲覧システムデータ調整作業）にて確認し、修正

箇所が確認された場合は、発注者からの修正指示のもと対応するものとする。 

 

 

第３章 成果物  
（成果物の取り扱い） 

第４７条 

成果物はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使

用してはならない。（電子データ含む。） 

 

 



（成果物） 

第４８条 

１ 本業務の成果物は、次のとおりとする。 

（１）道路３次元データ（オリジナルデータ） １式 

※ＨＤＤに格納して納品すること 

（２）道路３次元データ（車両搭載センシング装置取得データ納品仕様） １式 

   ※ＨＤＤに格納して納品すること 

（３）道路３次元データの品質評価報告書 １式 

（４）その他発注者の指示するもの 

 

（手直し） 

第４９条 

受注者は、設計業務が完了したとき受注者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇

所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他の措置を行わなければならない。 

 

（電子納品） 

第５０条 

１ 本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの

各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 

ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン（案）【土木

編】（以下、ガイドラインという。）」に定める基準に基づいて作成した電子デー

タを指す。 

２ ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で正本１

部、副本１部の計２部提出する。電子化しない成果物については従来どおりの取り

扱いとする。電子納品レベル及び成果物の電子化の範囲については、事前協議を行

い決定するものとする。 

 


